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[特定保険医療材料の定義について」の一部改子ーについて

「特定保険医療材料の定義についてJ (平成22年 3月 5日保医発0305第 8号)につい

て下記のとおり改正し、平成23年 9月 1日から適用することとするので、その取級いに

遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られた

し、。
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1 JlIJ表の Hの1330.コ(9)の①のアを次のように改める。

ア 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具 (SI) 医放用隣管及び休液誘

場管Jであって、一般的名称、が「非中心循環系塞栓除去用カテーテノレj 、

「中心循環系塞絵除去用カテーテノレJ、 「スネア用カテーテノレj 、 「中心

循環系血管処置用チューブ及びカテーテル」若しくは「冠;[9J脈オクルー

グJ、又は鎖別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名

称が「ベースメーカ・除綱動器リード除去キット Jであること。



(参考)

「特定保険医療材料の定義についてJ('1ι成 22年 3月 5日保医発 0305第8号)の一部改正について

(傍線の部分は改正部分)

改 正 後 現 11' 
(別表) (別表)

E 医科点数表の第 2章第 3部、第4部、v.'16部、第 9部、第10官1¥2えび第11 日 医科点数表の第 2掌ti03昔日、J，f54部、m;6部、立19部、江110昔日及び第11

部に規定する特定保険莞療材料(フィノレムを除く。)及びその材料価格 昔日に波定する特定保険医療材料(フィノレムを除く。)及びその材料価格

133 血管内手術用カテーテル 133 血管内手術用カデーテル

1 1I ~18) (陥) 1 1I ~1国 (略)

(9) 血管内異物除去用カテーテル (9) 血管内異物除去用カテーテル

① 定義 ① 定義

次のし、ずれにも該当すること。 次のいずれにも該当すること。

ア 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具 (51)医療用燐管及び ア 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具 (5)) 医療用明管及び

体液誘導管」であって、一般的名称が「非中心循環系基栓除云用カ 体液誘導管Jて‘あって、一般的名称が「非中心循環系寒栓除去用カ

テーテノレ」、 「中心循環系塞栓除去用カテーテルJ、 「スネア用カ デーテルJ、 「中心循環系塞栓除去用カテーテルj 、 「スネア用カ

テーテノレ」、 「中心街環系血管処置用チュープ及びカテーテノレ」若 テーテノレ」、 「中心循環系血管処置用チューブ及びカテーテルJ文

しくは f冠動脈オクルーダJ、文lま類別が「機械探具(7)内臓機 iヰ「冠動脈オクノレーダ」であること。

m~代用語 l であって、一般的名称が「ベースメーカ・除絢却j器リー

ド除去キットJであること。

イ (路) イ (賂)

②~③ (略) ②~③ (略)

110) ~(ì 71 (略) (10) ~(17) (路)


